
 

1 

 

○
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に

照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
金
融
庁
告
示
第
二
十
一
号
）【
信
金
告
示
】 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 

行 

（
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
適
用
除
外
） 

第
九
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
「
中
核
的
市
場
参
加
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

一 

（
略
） 

二 

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、
外
国
銀
行
、
銀

行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
、
第
五
十
八
条
に
お

い
て
規
定
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
規
定
さ
れ
て
い
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引

業
者
及
び
経
営
管
理
会
社
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す

る
証
券
金
融
会
社
、
貸
金
業
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一

号
）
第
一
条
の
二
第
三
号
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
短
資
会
社
並

び
に
前
号
に
該
当
し
な
い
国
際
開
発
銀
行 

三
〜
六 

（
略
） 

 

（
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
適
用
除
外
） 

第
九
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
「
中
核
的
市
場
参
加
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

一 

（
略
） 

二 

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、
外
国
銀
行
、
銀

行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
、
第
五
十
八
条
に
お

い
て
規
定
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
規
定
さ
れ
て
い
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引

業
者
及
び
経
営
管
理
会
社
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す

る
証
券
金
融
会
社
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十

八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
第
三
号
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
指
定

す
る
短
資
会
社
並
び
に
前
号
に
該
当
し
な
い
国
際
開
発
銀
行 

三
〜
六 

（
略
） 

 
 


